
そらち日帰り撮影ツアー
渡邉真弓さん＆北海道カメラ女子の会と行く第 2 回

〈岩見沢・空知エリア ×北海道カメラ女子の会〉

平成 29 年度　北海道＆公益社団法人北海道観光振興機構　地域観光活性化促進事業

札幌
発着

※写真は全てイメージです

お申込み方法▶ 裏面のお申込用紙に必要事項をご記入の上、同紙に記載の宛先へ FAX 又は郵送にてお申込ください。

改訂版

●代金に含まれるもの／昼食代、行程表に記載の交通費
●募集人員／ 30 名（申し込み順・定員に達し次第受付終了）
●最少催行人員／ 10 名
　※人員未達により催行中止の場合は出発日の 10 日前までにご連絡いたします。

●添乗員／同行致しません
●募集締切日／出発日の 10 日前
●貸切バス会社名／空知中央バス株式会社

5,000 円（税込み）■ツアー代金■ツアー実施日
（札幌発着・大人お一人様）

写真を通して「そらちの魅力」を世界に発信する女性限定プロジェクトです
人気の写真家と一緒に夏の空知を撮影しに行きましょう︕

2017 年

月 日（日）8 27
■行程表

9:00
JR札幌駅

北口発
17:30 頃
JR札幌駅着

アルテピアッツア美唄
写真撮影

スパ・イン メープルロッジ
ノースファーム

ストック
ショッピングなどエディブルフラワーランチ・写真撮影

１
日
目

※ 貸切バスでの移動

《当日の集合場所》
JR 札幌駅北口・鐘の広場
8:45 集合（9:00 出発）
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●デジタル一眼レフカメラまたはミラーレスカメラをお持ちの女性
（現在持っていないが、これからカメラを購入して始める予定の方はご相談ください）

●SNS アカウント〈Facebook,Instagram,Twitter〉のいずれか、
   または全部をお持ちの方（これからアカウントを取得する予定の方も可）

●SNS 等で空知の魅力発信に協力できる方

■ご参加条件



第 3 回 渡邉さん＆北海道カメラ女子の会と行く日帰り撮影ツアー
10 月 15 日 ( 日 )　紅葉の撮影（予定）

次回
予告

渡邉 真弓写真家 （北海道カメラ女子の会 代表）
札幌市在住。「何気ない毎日こそ美しい」をコンセプトに写真を撮り続けている。女性限定の写真教室、写真にま
つわる執筆・企画、デザインなど行う。カメラや写真が好きな女性をゆるやかに優しくひとつの輪でつなぐ「北
海道カメラ女子の会」代表。
昨年話題となったフォトフェス「CuiCui」の代表も務める。本年度はサッポロファクトリーで 9 月 16 日・17 日
に開催。
北海道カメラ女子の会︓北海道在住のカメラ女子をつなぐグループ。2017 年 6 月現在会員数 427 名。

【HP】http://www.allo-japon.com

わたなべ まゆみ

北海道カメラ女子の会
詳しくはこちら↓

ご旅行条件（要約）お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ JTB 北海道 札幌法人事業部 （札幌市中央区北１条西６丁目 1-2　観光庁長

官登録旅行業第 978 号、 以下 「当社」 といいます。） が企画 ・ 実施する旅行であり、 この

旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約 （以下 「旅行契約」 といいます。）

を締結することになります。 また、 旅行条件は、 下記によるほか、 別途お渡しする旅行条

件書 （全文）、 出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募

集型旅行契約の部になります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、 下記のお申込金を添えてお申し込みください。

　　　お申込金は、 旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。

（２） 電話、 郵便、 ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、 当社が予約の承　

　　　諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていた　

　　　だきます。

（３） 旅行契約は、 当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受領したときに成立するものとし

　　　ます。

（４） お申込金 （おひとり） ： 当プラン旅行代金の全額

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前 （お申し込みが間

際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。 また、お客様が当社提携のカー

ド会社のカード会員である場合、 お客様の署名なくして旅行代金、 取消料、 追加諸費用

などをお支払いいただくことがあります。 この場合のカード利用日は、 お客様からお申し出

がない限り、 お客様の承諾日といたします。

●取消料
旅行契約成立後、 お客様の都合で契約を解除されるときは、 次の金額を取消料として申し

受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送期間の運賃 ・ 料金 （注釈のないかぎりエコノミークラス）、 宿泊費、

食事代、 及び消費税等諸税これらの費用は、 お客様の都合により一部利用されなくても原

則として払い戻しいたしません。 （コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人費用は含

みません。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員 （以下 「会員」 といいます。） より 「会員の署名

なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」 こと （以下 「通信契約」 といいます。） を

条件に申込を受けた場合、 通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 （受託旅行業者に

より当該取扱が出来ない場合があります。 また取扱できるカードの種類も受託旅行業者によ

り異なります。）

（１） 契約成立は、 当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき　　　

　　　（e-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、 その通知がお客様に到達したとき） とし

　　　ます。 また申込時には 「会員番号 ・ カード有効期限」 等を通知して頂きます。

（２） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、　

　　　当社は通信契約を解除し、 規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。 ただし、　

　　　当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこ

　　　の限りではありません。

●個人情報の取扱について
（１） 当社及び販売店は、 旅行申込の際にて提出された申込書等に記載された個人情報に

　　　ついて、 お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、 お客様がお申込いた

　　　だいた旅行において輸送 ・ 宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービ

　　　スの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

（２） 当社は、 旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、 当社の保有するお客様個　

　　　人情報を土産物店に提供することがあります。 この場合、 お客様の氏名及び搭乗され

　　　る航空便名等にかかる個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供

　　　いたします。 なお、 これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、 お申込店　

　　　に出発前にお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１７年７月１９日を基準としております。 又、 旅行代金は２０１７年７月１９日

現在の有効な運賃 ・ 規則を基準として算出しています。 当社はいかなる場合も旅行の再実

施はいたしません。

フ リ ガ ナ

氏　　名
電話番号

メールアドレス ( 任意 )

ご 住 所 〒 -

JTB 北海道　札幌法人事業部　中村 行 FAX︓011-232-5272

〔イベント企画〕一般社団法人岩見沢市観光協会　電話／ (0126)22-3470　営業時間／ 9:00 ～ 17:30

観光庁長官登録旅行業第 978 号
日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者︓斉野英俊　　担当︓中村

〒060-0001　札幌市中央区北１条西６丁目 1-2 アーバンネット札幌ビル８階
営業時間／平日 9:30 ～ 17:30　土・日・祝　休業

電話（011）271-7024
FAX（011）232-5272

ツアーのお申込・お問合せは

お申込日／　　　　年　　月　　日

歳

キ リ ト リ

8/27 そらち日帰りツアーお申込書

旅行業務取扱管理者とは、 お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。 この旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点がありましたら、 ご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

契 約 解 除 の 日 取消料（おひとり様）

１）２１日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては 11 日目）
２）２０日目（日帰り旅行にあたっては１０日目）
にあたる日以降の解除（３～６除く）

３）７日目にあたる日以降の解除（４～６除く）

４）旅行開始日の前日の解除
５）当日の解除（６を除く）

６）旅行開始後の解除または無連絡不参加

無　料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％
旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

JTB 北海道
札幌法人事業部

〔施行企画実施〕


